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    建設経済常任委員会（６月21日） 

 

開会（８：５８） 

○池谷委員長 ただいまより建設経済常任委員会を開会する。 

 当委員会に付託された議案は３件である。審査順序はお手元に配付の審査順表のとお

り、建設部、水道部として進めたいと思うが、御異議はないか。（異議なし） 

 建設部所管の議案の審査に入る。 

 議第68号「焼津市道路線の廃止について」及び議第69号「焼津市道路線の認定につい

て」は関連があるので一括議題としたいが、御異議はないか。（異議なし） 

 それでは、一括議題とし、当局の説明を求める。 

（当局説明） 

 

○池谷委員長 当局の説明に対し質疑・意見のある委員の発言を許す。 

○須﨑委員 開発行為による道路の廃止あるいは道路認定ということでご理解しましたけ

れども、五ケ堀北幹線南線が廃止されることによって新しく起点、終点が変更になった

という理解でよろしいんですかね。 

○新村土木管理課長 起点、終点がありますので、今回の認定に上げさせていただいてお

ります。 

 以上です。 

○須﨑委員 もう一点、この道路認定に伴いまして、廃止あるいは認定されたことによっ

て道路台帳の図面のほうの修正というのはいつごろになるのか、わかれば教えていただ

きたいと思います。 

○新村土木管理課長 道路台帳の修正につきましては、今回の認定のほうのご承認がいた

だけましたら、速やかに行う予定でございます。 

 以上です。 

○須﨑委員 わかりました。 

○杉﨑委員 素朴な質疑です。これ、こういうケースが開発に伴っていろんなところで出

てくるんですけれども、でも、延長されたら今度、長くなる、市道認定されると。その

場合には道路工事及びその一覧表でというケースで延長しましょうというような理解で

いいんですか。例えば、もとの、今度廃止路線にする部分は残しておいて、ここの、要

するに路線の番号を１つにしたいものでこういうことをやるのか、追加で新しいほうだ

け道路認定してそこへ追加していくよというような、そういうことはできないのか。こ

れは問題じゃなくて、単純な疑問で。 

○新村土木管理課長 道路の認定に当たりましては、まず道路認定する場合には起点と終

点というのが、これがもう確定されます。あと、場合によっては途中の重要な経路地帯

がありまして、これは国道なんかですと、市道、浜松があって焼津市とかとあるんです

けれども、今回、市内の場合ですと重要な経路地がないものですから、やっぱり基本的

には路線名と起点、終点が確定するという認識でいただければいいと思うんですけれど

も、今回の場合ですと、もう起点と終点というのが、例えばこれに追加するとなります

と起点、終点が変わるものですから、そうしますとやはり追加というよりも認定を新た
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に取り直すということで、新しい長い路線のほうで起点、終点を認定させていただくと

いう形になっております。 

 以上でございます。 

○杉﨑委員 ありがとうございます。 

○秋山委員 直接、今回の議案のことではないんですけれども、このように市道に認定し

たりとか認定を取り消したりとか、そうすることによって、例えば市道の距離によって

交付金等が案分されるというような、計算のときに全てこれらが反映されるというふう

に考えればいいんですか。 

○新村土木管理課長 今、秋山委員のおっしゃられたのは、交付金の関係ですけれども、

やはり市道認定ということで、認定をしている延長によりまして交付金というものに密

接にかかわってきますので、それにつきまして延長が伸びてそういったところに手続を

しておけば、その分交付金のほうの増になって、そこはもちろん、廃止されればその分

も減るということで、そういった形での、それが全部交付金のほうに関連してくるとい

うことになっております。 

 以上でございます。 

○秋山委員 そうしますと、私も議員になってからこういう認定、廃止というのがずっと

繰り返されてきているんですけれども、つまり開発行為がどんどん進むということは、

その分、やはり市道の距離というのは傾向としてはずっとふえ続けていくことになるん

でしょうか。 

○新村土木管理課長 今、市道認定、今回分譲地開発の関係でありますけれども、開発に

よって路線が、こうして市道がふえてきますと、その分の延長というのが焼津市の市道

としてどんどん加算されていきますので、やはり市道の延長としては伸びていく形には

なっております。 

 以上です。 

○池谷委員長 質疑・意見を打ち切り、討論を許す。（なし） 

 

◇採決の結果、議第68号「焼津市道路線の廃止について」は全会一致、可決すべきものと

決定 

 

◇採決の結果、議第69号「焼津市道路線の認定について」は全会一致、可決すべきものと

決定 

 

○池谷委員長 以上で建設部所管の議案の審査は終了した。 

 暫時休憩する。 

 

休憩（９：１１～９：１３） 

 

○池谷委員長 会議を再開する。 

 水道部所管の議案の審査に入る。 

 議第65号「焼津市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事等を定める条例の一部
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を改正する条例の制定について」を議題とし、当局の説明を求める。 

（当局説明） 

 

○池谷委員長 当局の説明に対し質疑・意見のある委員の発言を許す。 

○杉﨑委員 これ、施行の日からというのがあるけれども、その前に資格を取っている人

の資格証の中には、この言葉が入ってくるわけ、今の資格になる、そういう選択科目を

取った人のは。そうすると、それ以降の水道管理の試験を受けた方は、選択としてそれ

がなかったからそれを取ったものとみなすというのは理解できるんだけれども、その前

に試験を受けてそういう資格というか、これを取っている人は、今後、更新か何かでそ

の文言は消えてくるとか何か、そういうことがあるのかしらというのを。 

 それと、それまでに取った人だって、今度は新しく今までできなかった仕事ができる

ようになるのかどうかというような、そこのところだけちょっと教えてください。 

○織原水道総務課長 施行日からということで、既に水道環境という科目が水道法施行規

則では４月１日から施行されて、そこから水道環境というものがなくなってはおります

けれども、経過措置によってそれまでその水道環境で取得した方も遡及適用の必要を持

たないように、該当になりますよということで遡及適用されていますので、経過措置が

ありますので、遡及適用する必要がないということでなってきております。 

○曽根水道部長 多分議員がおっしゃっているのが、資格証みたいなやつに、いわゆる、

その後、例えば以前、平成30年に水道環境を取った人が、ここに水道になってください

というのが、次に更新したときにその水道環境とかはどうなるのかなというようなお尋

ねですかね。 

○杉﨑委員 それも含んで。 

○曽根水道部長 そうですね。なので、恐らく、済みません、その資格証というやつがど

うなっているか、ちょっと僕もわからないんですけれども、もし更新になれば、そのと

ころでもって選択科目の関係は今度は上水道部門に統合されていますので、そういうふ

うな表記になると思いますけれども、ただ、そういう資格証があるかどうかというのは、

多分免状が、恐らく弁護士さんとかあれみたいな感じので。 

○杉﨑委員 証だね。 

○曽根水道部長 建築証があるんでしたっけ。建築証というか、技術士法ですね、技術士

のいわゆる資格の免状みたいなのがあると思うんですが、そこの中で多分選択科目とい

うのはないと思う。ただ、上下水道部門というのがあります。上下水道部門というのが

そのほかにあって、その中にいわゆる選択科目として２つあったのが、それが合併とい

うか、１つがなくなっちゃったので、多分免状の中の上下水道部門というのは表記され

ていると思います。ただ、その次の二次試験の選択科目は多分表記されていないんじゃ

ないかと。想像ですけれども、そんなような形だと思います。 

○杉﨑委員 資格者の利益に結びつけば、別に問題ない。多分そうしていると思うんだけ

れども、ちょっとわからないもので。済みません。 

○曽根水道部長 済みません。 

○秋山委員 例えばこれは単純に選択する科目のカリキュラムというか、それが統合され

たに過ぎなくて、内容でこれらについての知識とかそういったものは外しますよという、
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そういうことではなく、単純に統合してまとめたのでということにすぎないと考えてい

いんですか。 

○織原水道総務課長 それが統合されて、科目が幾つかに統合されて同じものになって資

格要件になるので、なくなったわけではなくて、その中に含まれる形になっております。 

○藁科委員 きょうの議案審査の内容ということで少しあれなんですけど、ここに書かれ

ています文言の中のちょっとご説明をお願いしたいわけなんですが、両方、旧にあって

も新にあっても、１年以上の上水道に関する技術上の実務ということなんですが、この

１年間の技術上の実務というものと、今回の対象になる資格のところは整合的にはどう

いうように解釈していいのか。この実務というのがその上段のことを差しているのか、

全般的な実務のことを差しているのか、ちょっと中身についてご説明いただけたらと思

います。よろしくお願いいたします。 

○織原水道総務課長 今、御質疑のありました１年以上水道に関する技術上の実務を従事

した経験というのは、水道事業に技術職として携わった期間ということで考えておりま

す。 

○藁科委員 その技術上の実務というのは、現場に実務的に携わったことを指す、技術を

管理する者としてじゃなくて、例えば現場へ配置されると、そういう方と、ほかにも技

術者が入った場合、その中で実務に携わったということの解釈になるわけですか。 

○織原水道総務課長 現在の場合ですと、水道総務課と水道工務課がございまして、工務

課のほうの技術、配管とかいろんなそういう技術的なほうの配置をされて、その期間を

数えております。 

○藁科委員 了解しました。 

○池谷委員長 質疑・意見を打ち切り、討論を許す。（なし） 

 

◇採決の結果、議第65号「焼津市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について」は全会一致、原案のとおり可決すべきもの

と決定 

 

○池谷委員長 以上で水道部所管の議案の審査は終了した。 

 以上で当委員会に付託されていた議案の審査は終了した。 

 これで建設経済常任委員会を閉会とする。 

閉会（９：２３） 

 


